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Ⅰ 基本的な事項 

 

 １ 策定趣旨・位置付け等 

 （１）策定趣旨 

    愛知県過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（以下

「過疎法」という。）第９条、「愛知県過疎地域持続的発展方針（以下「県方針」という。）」、「あ

いちビジョン2030」及び「あいち山村振興ビジョン2030」に基づき、過疎地域の持続的発展に

資する施策として、県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする事業について策定する。 

 

 （２）計画期間 

    2026年４月１日から2030年３月31日までの５年間 

 

 （３）対象地域 

    本県では、過疎法に基づき、以下の市町村が指定されている。 

根拠条文 市町村名 地域 
過疎法第２条 設楽町、東栄町、豊根村 各町村全域 
過疎法第３条 新城市 旧鳳来町、旧作手村の地域 

過疎法附則第７条 豊田市 
旧小原村、旧足助町、旧旭町、 
旧稲武町の地域 

 

過疎地域：５市町村９地域 



2 

 

（４）持続的発展の基本方針 

     過疎地域を含む三河山間地域は、森林を始めとする豊かな自然環境が存在し、水源のかん養

や自然災害の防止等の機能に加え、近年ではカーボンニュートラルの推進やウェルビーイング

の向上等への関心の高まりにより、森林資源等を活かした新たな価値が創造されている。 

    この地域は県全体にとって重要な役割を担い、森林資源を始めとした地域資源は県民全体に

とって貴重な財産である。 

しかしながら、この地域の人口減少・少子高齢化は一層加速しており、今後は担い手不足等

により社会経済活動が維持できなくなることが危惧される。 

このため、働く場の創出・確保による若者の地域への定着や、地域のポテンシャルを活用し

た交流・関係人口の創出・拡大を図ることにより社会経済活動の担い手を確保するとともに、

加速するデジタル化・ＤＸやイノベーションの流れを地域に呼び込むことにより、限られた担

い手でも機能する地域社会を構築していく必要がある。 

加えて、設楽ダムを始めとしたビッグプロジェクトによる新たな社会経済活動を地域の発展

につなげていく必要がある。 

こうした様々な取組を実施することにより、人口減少に適応し、地域の社会経済活動を活性

化することで、将来にわたって活力あふれ、輝き続ける地域づくりを実現するため、基本目標

を以下のとおりとし、目標を達成するため、３つの視点による取組を推進する。 

【基本目標】 

将来にわたって活力あふれ、輝き続けるあいちの山里の実現 

 

①多様な主体との共創【コ・クリエイション】 

 関係人口に加え、地域外の民間企業や大学、各種団体等との連携を拡大し、地域内外の多様

な主体が、それぞれが持つ資源（人材、技術、資金等）を適切に組み合わせることにより、

地域の課題を解決することを目指す。 

②新しい技術やアイデアの積極的活用【イノベーション】 

 新しい技術やアイデアをこれまで以上に積極的に活用することで、社会経済活動に変革をも

たらし、地域の活力を高めることを目指す。 

③環境変化への適応力強化【レジリエンス】 

 人口減少や少子高齢化、市町村の厳しい行財政状況、災害リスクの高まりに加え、価値観の

多様化、国際化等の様々な環境変化に対する適応力を高め、ＳＤＧｓの理念も踏まえた持続

可能な地域社会を確立することを目指す。 

 



3 

 

（５）過疎地域持続的発展方針の取組の柱 

   「将来にわたって活力あふれ、輝き続けるあいちの山里の実現」の実現に向けて、2030年度ま

でに重点的に取り組むべき５つの柱のもとで各種施策に取り組む。 

５つの取組の柱 

 

柱１ 共創する地域をつくる 

   地域の社会経済活動の担い手の確保、地域課題の解決のため、地域内外の多様な主体が共

創する地域をつくることを目指す。 

 

柱２ 賑わいのある地域をつくる 

   豊かな自然環境や暮らし、文化など、三河山間地域の魅力を最大限活用することで、交流

人口を拡大し、地域の稼ぐ力を高め、賑わいのある地域をつくる。 

 

柱３ 働き、暮らせる地域をつくる 

   地域における働く場を創出・確保するとともに、地域への移住・定住を更に促進する。 

 

柱４ 安全・安心な地域の未来をつくる 

   地域が将来にわたって安心・安全に暮らせる地域となることを目指す。 

 

柱５ 地域の自然を守り、育てる 

   地域の最大の魅力・価値である豊かな自然環境や多面的機能を持つ森林や農地などを守り、

育てる。 
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（６）過疎地域の持続的発展に関する目標 

    本県の過疎地域を含む三河山間地域は、自然環境が豊かな地域であり、水源のかん養、自然

災害の防止、自然環境・生物多様性の保全、地球温暖化の防止などの多面的機能を持ち、都市

部地域を含めた県全体を支える重要な役割を担っている。森林を始めとした地域資源は県民全

体にとって貴重な財産であり、この地域に活力があることが本県の発展にとって不可欠である。 

そのため、本計画では過疎地域及び山村振興法の指定地域等を含めた三河山間地域の振興に

ついて、中期的な目標、考え方を示すとともに、その実現に向けた重点的な取組の方向性を示

した「あいち山村振興ビジョン2030」で定める各分野別施策を推進し、本計画おける過疎地域

の持続的発展に関する目標は、過疎地域を含む三河山間地域全体に関する目標とし、以下のと

おりとする。 

指標名 現状値 目標値 

三河山間地域の人口 93,355人 85,461人 

   ※現状値は、住民基本台帳等（2024年10月現在）による。 

    県は、2030年の三河山間地域の人口推計値（85,461人）を少しでも上回るよう「県方針」及

び「あいち山村振興ビジョン2030」等に基づき、様々な施策を実施する。 

 

（７）計画期間の達成状況の評価に関する事項 

    本計画の進捗管理（達成状況の評価の時期及び手法）については、「あいち山村振興ビジョン

2030」に定めるところにより進捗管理を行う。 

あいち山村振興ビジョン2030 

８ ビジョンの推進に当たって 

２.進捗管理 

（１）年次レポートによる点検・見直し 

  ○ビジョンの推進に当たっては、このビジョンで示した施策の着実な推進を図っていく一方

で、2030年度までには、現時点で想定し得ない様々な社会経済の変化が起こることも予想

されます。そのため、毎年度、年次レポートを作成し、ビジョンに示されている施策の進

捗状況や新たに取り組むべき課題の把握など、ビジョンの更なる充実を図っていくととも

に、社会経済の変化に応じてビジョンの点検、見直しなどを行っていきます。 

（２）県民への周知 

  ○ビジョンの基本目標を達成するためには、県民の方一人一人の協力が不可欠です。様々な

機会を通じて、ビジョンとその進捗状況を周知することで、県民の方との共有を図ります。 
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２ 都道府県の責務 

  県は、過疎法第１条に定める目的を達成するため、過疎地域の市町村の区域を超える広域にわた

る施策、市町村相互間の連携調整並びに人的及び技術的支援その他必要な援助を行う。 

  また、過疎地域市町村を一律に捉えるのではなく、地域の特性、各市町村における地域の振興に

対する考え方を考慮し、市町村ごとの取組の方向性を整理する。県はこれらの取組と連携した施策

を推進する。広域自治体だからこそ実施可能な施策に積極的に取り組み、施策の推進に当たっては、

関係市町村、地元団体、企業等と協力していく。 

地域に出向くことで多岐にわたる過疎地域の課題を把握するとともに、関係局を横断して連携す

ることで、施策を積極的に推進する。 

Ⅱ 過疎地域の持続的発展に関する分野別施策 

 

１ 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成 

  移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成の推進施策として、次に掲げる事業を過

疎地域の市町村と協力して実施する。 

 ●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

●首都圏等での移住相

談事業 

東京に移住相談員を設置し、移住促進に必要な「くらし」、「しごと」、「住

まい」などを総合的に支援する。 

 

●首都圏等での就労支

援事業 

東京と名古屋に設置する「あいちＵＩＪターン支援センター」において、

県内での仕事や移住に関する情報を紹介するとともに、愛知県内の企業説

明会の開催等を通じて、ＵＩＪターンを促進する。 

 

●キービジュアルを活

用した移住促進強化

事業 

 

三河山間地域及び離島のキービジュアルを活用し情報発信をするととも

に、移住フェアへの出展等を通じて移住を促進する。 

●交流人口・関係人口創

出・拡大事業 

三河山間地域を一体とした地域ブランドの構築や地域マネジメントスキ

ル向上のための講習会の実施、滞在交流型コンテンツの造成により交流人

口の拡大を図る。 

地域の多様な担い手となることが期待できる関係人口を創出・拡大するこ

とで、地域の担い手不足の解消を図る。 

美と健康に着目した新たな観光ブランドのプロモーションや国内外の旅

行者から宿泊先として選ばれる環境づくり、スポーツを通じた集客促進、

登山アプリを活用した登山客の誘客促進を行うなど、交流人口・関係人口

の創出・拡大を図る。 
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●起業活動支援事業 三河山間地域での起業活動を支援することで、移住者等による起業活動の

活発化及びネットワーク強化を図る。 

 

●地域共創創出事業 

 

大学研究室等と地域との連携による地域課題解決に向けたフィールドワ

ークや実証実験を実施する。 

 

●愛知県交流居住セン

ター事業 

中小企業や小規模事業者の活発化、特に企画力・雇用力等の向上を図るた

め、兼業・副業・プロボノ人材受入れのための交流機会の提供等を通じて、

関係づくりの支援を行う。 

 

●Ｕターン促進事業 小中学生向けに、仕事や地域資源に関する認識を高める機会を提供し、将

来を担う人材の確保につなげる。 

 

●担い手不足の解消支  

援 

 

多様化するライフスタイルに対応する、奥三河地域での多様な働き方に関

する調査を行い、地域の担い手不足を解消する仕組みを構築する。 

●農業経営力向上支援

事業 

各経営体が抱える課題解決の支援を行うことにより、他産業と比べて遜色

ない所得を確保しうる農業経営体である「基幹経営体」を育成・確保する。 

 

●農業人材力強化総合

支援事業（国事業名：

新規就農者育成総合

対策） 

 

就農に向けて、県が認定した研修機関等において研修を受ける者に対して

「就農準備資金」を交付する。 

○農業人材力強化総合

支援事業（国事業名：

新規就農者育成総合

対策） 

 

経営開始直後の新規就農者に対して「経営開始資金」を交付する。また、

就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援す

る。 

●漁業金融制度資金 漁業近代化資金などの制度資金により、施設や設備の取得、経営の改善、

運転資金など漁業経営に必要な資金を支援する。 

 

●半農半Ｘの支援 農業と他の仕事を組み合わせた働き方である「半農半Ｘ」を促進するため、

県webページで情報を提供する。 

 

○愛知県移住支援事業 

（移住支援金） 

 

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、東京23区から移

住して県内企業に就業する者等に「移住支援金」を支給することにより、

経済的な負担の軽減を図り、本県へのＵＩＪターンを促進する。 
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２ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他産業の振興及び観光の開発 

  農林水産業、商工業、情報通信産業その他産業の振興及び観光の開発の施策として、次に掲げる

事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

 ●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

（１）農業の振興  

●農業試験研究事業 山間地向け稲の品種開発、野菜・花きの生産安定技術に関する試験研究を

行う。 

 

●農地環境整備事業 中山間地域において、優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大

を防止するため、農業生産基盤の整備を行う。 

 

●愛知産ジビエ販路拡

大事業 

 

愛知産ジビエの販路拡大の取組を支援する。 

○山村地域鳥獣被害防

止対策事業 

鳥獣による農林水産物等の被害を防止するため、市町村が行う総合的・計

画的な対策に助成する。補助率 1/2以内（ただし、設楽町、東栄町、豊根

村1.7/3以内） 

 

○農業農村多面的機能

支払事業 

農業者等で構成される組織が、農地を農地として維持していくために行う

水路の泥上げや農道の草刈り等の地域の基礎的保全活動等を支援する。（農

地維持支払） 

地域住民を含む活動組織が行う施設の軽微な補修や農村環境保全活動の幅

広い展開等を支援する。（資源向上支払：共同活動） 

老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等を支援す

る。（資源向上支払：長寿命化活動） 

補助率 1/4（別に国1/2） 

 

○中山間地域等直接  

支払交付金 

中山間地域等生産条件が不利な地域における耕作放棄を防止し、国土保全

等の多面的機能を確保するため、急傾斜地等の一団の農用地で農業生産活

動等を行う農業者に対し直接支払を実施する。 

通常地域  補助率 1/4以内（別に国1/2以内、市町村1/4） 

特認地域  補助率 1/3以内（別に国1/3以内、市町村1/3） 

 

○あいち型産地パワー 

アップ事業 

・農業機械等及び生産資材の導入   ・施設の整備 

・既存施設の能力向上を伴う改修   ・その他知事が認めるもの 

 補助率 1/3以内 
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○農畜産業振興事業  

（うち畜産振興事業） 

・家畜糞尿処理対策事業    補助率 1/3 

・自給飼料等利用促進事業   補助率 1/3 

 

○山村振興営農環境  

整備事業 

・かんがい排水              補助率 7/10 

・農村総合整備（土地改良総合整備）    補助率 5/10 

・農村総合整備（農村集落生活環境整備）  補助率 3/10～6/10 

・農道整備､農道舗装、農道特殊改良     補助率 2/3 

・水田営農活性化対策関連土地改良     補助率 6/10 

 

○単独土地改良事業 ・中山間地域基盤整備促進         補助率 3.5/100～5/100 

 

○基盤整備促進事業 稲作及びその転作の高度化・効率化に資するため、きめ細かい土地基盤の

整備及び農用地の利用集積等の推進を図り、農用地利用の高度化及び農業

経営の安定化を促進する事業に対して補助する。 

補助率 2/10（別に国5.5/10） 

（２）林業の振興  

●森林・林業に関する試

験研究 

循環型林業を推進するため、ＩＣＴ等を活用した森林の管理や利用技術の

開発、県産木材の利用用途の検討を行うとともに、森林の有する多面的機

能を維持・増進するため、健全な森林育成に関する技術の開発を行う。 

 

●森林環境譲与税活用

事業 

担い手の確保・育成のため、就業相談会や「あいち林業技術強化カレッジ」

において知識・技術レベルに応じた段階的な各種研修等を実施する。 

 

●あいちのスマート林

業推進事業 

木材生産・流通の効率化・コスト削減のため、ＩＣＴ等を活用したスマー

ト林業技術の導入・定着の支援を行う。 

 

○森林整備地域活動  

支援交付金 

森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による

計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、「森林経営計画作成促進」等

の地域における活動を確保するための支援措置として交付金を交付する。 

補助率 1/4（別に国1/2） 

 

○循環型林業事業費補

助金 

循環型林業の推進のため、主伐時における末木枝条の集材、再造林、獣害

対策に対して補助する。 

補助率 定額 

 

○次世代森林育成事業

（あいち森と緑づく

り事業） 

人工林の若返りを図るため、伐採・集材やその後の再造林、獣害対策、下

刈り、除伐、見回りに対して補助する。 

補助率 定額 
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○次世代林業基盤づく

り事業 

充実した森林資源の循環利用を図るため、高性能林業機械等の導入や木材

加工流通施設等の整備に対して補助する。 

補助率 4/10以内、1/3以内、1/2以内等 

（３）水産業の振興  

●水産業試験研究事業 アユ、アマゴ等の資源維持増大を図るための種苗放流技術開発、マス類等

の養殖技術開発を行う。 

 

●内水面資源の増大 栽培漁業センターにおいて、河川に放流するアユの種苗生産を実施する。 

 

○水産多面的機能発揮

対策事業 

漁場の生産力を高め水産業・漁村の持つ多面的機能を強化するため、漁業

者等を含む活動組織による漁場保全活動等を支援する。 

（４）農林水産業の振興 

その他 

 

●県税の課税免除 過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において

畜産業又は水産業を営む個人で自家労力により事業を行った日数が一定の

基準を満たすものに対する事業税の課税免除を行う。 

過疎地域持続的発展市町村計画において農林水産物等販売業が振興すべき

業種として定められている場合にあっては、当該市町村計画に記載された

産業振興促進区域内において農林水産物等販売業の用に供する取得価額要

件を満たす設備の取得等をした者に対する事業税、不動産取得税及び県が

課する固定資産税の課税免除を行う。 

 

●あいちの農林水産物

ブランド力強化事業 

「いいともあいち運動」の推進により、県産農林水産物の知名度向上や販

路拡大、主要品目のブランド力強化を図る。 

 

○山間地営農等振興  

事業 

自然的・経済的・社会的諸条件に恵まれない山間地・離島に対し、農林漁

業近代化、資源活用のための施設整備等に助成し、農林漁業振興を強力に

推進する。 

補助率 1/2 以内（ただし、家畜ふん尿処理施設に限り3/5以内） 

（５）地域産業の振興  

●首都圏等での就労支

援事業（再掲） 

 

東京と名古屋に設置する「あいちＵＩＪターン支援センター」において、

県内での仕事や移住に関する情報を紹介するとともに、愛知県内の企業説

明会の開催等を通じて、ＵＩＪターンを促進する。 

 

●愛知県交流居住セン

ター事業（再掲） 

中小企業や小規模事業者の活発化、特に企画力・雇用力等の向上を図るた

め、兼業・副業・プロボノ人材受入れのための交流機会の提供等を通じて、

関係づくりの支援を行う。 
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○商業振興事業費補助

金（地域商業活動活性化事業） 

地域経済の発展のために、商店街等が自主的かつ主体的に取り組む商業活

動事業に対し補助する。 

  

補助対象事業 補助率 補助限度額 

賑わい創出・商機能強化事業、

地域課題対応事業（通常、商

店街の未来を拓くプロジェク

ト指定団体）、インバウンド

対策事業、空き店舗対策事業 

 

補助対象事業ごと１団体につ

き１事業、合計３事業まで申

請が可能 

会員数に関わらず 40％以内

（一般地域は会員数に応じて

20～40％以内） 

商店街の未来を拓くプロジェ

クト指定団体は、会員数に関

わらず 80％以内（一般地域は

会員数に応じて 40～80％以

内） 
 

900千円 
 

 

（６）企業の誘致対策  

●県税の課税免除 過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業のうち当該市

町村計画において振興すべき業種として定められたものの用に供する取得

価額要件を満たす設備の取得等をした者に対する事業税、不動産取得税及

び県が課する固定資産税の課税免除を行う。 

 

●産業立地促進税制（不

動産取得税の免除・減

額） 

事業の用に供するための家屋を新築した場合、土地や家屋に係る不動産取

得税を減免する。 

 免除 減額 

対象 

事業 

「アジアNo.1航空宇宙産業クラ

スター形成特区」の区域等にお

ける、航空宇宙関連産業の製造

業 

市町村長の申出に基づき、知事

が指定した区域において、知事

が指定した事業（製造業、運輸

業等） 

対象 

不動産 

家屋：事業の用に供するために、

対象期間中に新築された家屋 

家屋：事業の用に供するために、

対象期間中に新たに取得または

賃借した土地の上に新築された

家屋 

土地：対象期間中に取得し、その取得の日から３年以内に対象家屋

を取得した場合における対象家屋の敷地となる土地 

軽減額 税額の全額 中小企業：税額の 3/4 に相当す

る額 

その他（大企業等）：税額の 1/2

に相当する額 
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●地域未来投資促進法

に基づく支援 

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して相当

の経済的効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援する。 

（７）起業の促進  

●起業活動支援事業 

（再掲） 

 

三河山間地域での起業活動を支援することで、移住者等による起業活動の

活発化及びネットワーク強化を図る。 

● 県 税の 課税 免除  

（再掲） 

過疎地域持続的発展市町村計画に記載された産業振興促進区域内において

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業のうち当該市

町村計画において振興すべき業種として定められたものの用に供する取得

価額要件を満たす設備の取得等をした者に対する事業税、不動産取得税及

び県が課する固定資産税の課税免除を行う。 

（８）観光又はレクリエー

ションの振興 

 

●施設整備事業 県民の森整備（諸施設改修等）  （新城市） 

モリトピア愛知、園地等      

     

●奥三河総合センター

管理運営事業 

地域住民と都市部住民の交流の拠点となる重要な施設として、積極的に利

活用を図る。 

 

●交流人口 ・関係人口 

創出・拡大事業（再掲） 

三河山間地域を一体とした地域ブランドの構築や地域マネジメントスキル

向上のための講習会の実施、滞在交流型コンテンツの造成により交流人口

の拡大を図る。 

美と健康に着目した新たな観光ブランドのプロモーションや国内外の旅行

者から宿泊先として選ばれる環境づくり、スポーツを通じた集客促進、登

山アプリを活用した登山客の誘客促進を行うなど、交流人口・関係人口の

創出・拡大を図る。 

 

●スポーツ振興事業 ・「FIA 世界ラリー選手権ラリージャパン」や「奥三河トレイルランニング

レース」といった大会の開催を支援し、大会のＰＲや会場での地域の魅力

発信などを通じて、スポーツによる集客・交流を促進する。 

・2026年に開催される第 20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び

第５回アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）を活かし、各市町村のス

ポーツ振興や活性化に貢献するため、市町村が定めた特定競技を重点的に

普及・支援する仕組みの構築を図る。 
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○観光施設費等補助事 

 業 

観光地の整備促進と観光客の誘致を図るため、市町村等が行う観光施設整

備に必要な経費並びに観光展開催等に要する経費の一部を助成する。 

※１ 新城設楽地域及び過疎法の人口要件に該当する市町村（新城市、設

楽町、東栄町、豊根村、南知多町） 

区     分 補 助 率 補助限度額 

自然公園内

施設 

無料施設 
2/3以内 

（一般地域1/2以内） 

17,000千円 有料施設 
1/2以内 

（一般地域1/3以内） 

一般観光地内施設 
1/2以内 

（一般地域1/3以内） 

観光展開催 
１/3以内 

（対象市町村1/2以内） 

県

外 

4,000 千円

（連携） 

3,000 千円

（単独） 

県

内 

3,000 千円

（連携） 
－ 

情報発信、イベント開催、

人材育成等の事業  

１/3以内 

（対象市町村1/2以内）  
3,000千円（連携）  

着地型旅行商品造成、地域

ブランディング事業 

※１ 対象市町村のみ 

１/2以内 3,000千円 

 

３ 地域における情報化 

  地域における情報化の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

 ●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

○三河山間地域情報格

差対策費補助金 

地理的条件による情報格差を是正するため、市町村が携帯電話不感地域の

解消に向け移動通信用鉄塔施設を整備する場合や、情報通信基盤を整備す

る場合に、国とともに補助を行う。 

補助率 

区分 補助率 ※ 

携帯電話エリ

ア整備 

１社参画  2/15（別に国1/2） 

複数社参画 1/15（別に国2/3） 

情報通信基盤

整備 

高度無線環境整備推進事業 1/20（別に国2/3） 

ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 1/10（別に国1/3） 

※補助率は国の補助状況によって変動あり。 
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４ 交通施設の整備、交通手段の確保 

  交通施設の整備、交通手段の確保の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して

実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

（１）基幹的な市町村道等の整備 

 事業名 事業内容 

●市町村道 改良 5路線 7,240ｍ（全体延長） 

 幅員(ｍ) 延長(ｍ)  

・大島線 5.0 1,000 （新城市） 

・本郷下川農免線 7.25 1,530 （東栄町） 

・上原荒尾線 5.0 1,710 （設楽町） 

・猪見谷下上黒川線 

・豊邦作手線 

5.0 

5.0 

1,000 

2,000 

（豊根村） 

（設楽町） 

●林道 新設 8路線 15,813ｍ 

 幅員(ｍ) 延長(ｍ)  

・上新戸黒淵線 4.0 3,700 （新城市） 

・杉平田代線 4.0 2,000 （新城市） 

・中口尤線 4.0 2,047 （設楽町） 

・西薗目御園線 4.0 3,816 （東栄町） 

・望月峠線 4.0 245 （豊根村） 

・手澤線 4.0 1,000 （豊根村） 

・霧坂線 4.0 2,800 （豊根村） 

・河上瀬柏洞線 4.0 205 （豊田市） 

     

（２）県道等の整備 

 事業名 事業内容 

●国道(知事管理分) 改良 3路線 15,000ｍ（全体延長） 

 幅員(ｍ) 延長(ｍ)  

・２５７号 

・４２０号 

・４７３号 

10.5～11.0 

 9.0～11.0 

 10.0 

4,900 

6,700 

3,400 

（設楽町） 

（豊田市・設楽町） 

（設楽町・東栄町） 

●県道 改良 15路線 12,525ｍ（全体延長） 

 幅員(ｍ) 延長(ｍ)  

・(主)飯田富山佐久間線 5.0 360 （豊根村） 

・(主)瑞浪大野瀬線 5.0 500 （豊田市） 

・(主)岡崎設楽線 10.0 640 （新城市） 
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・(主)豊橋乗本線 10.0 860 （新城市） 

・(主)阿南東栄線 7.0 700 （豊根村） 

・(主)東栄稲武線 7.0 1,400 （設楽町） 

 ・(主)長篠東栄線 11.0 950 （新城市） 

 ・(主)豊田明智線 9.5 1,200 （豊田市） 

 ・(一)小渡明川足助線 7.0 400 （豊田市） 

 ・(一)八橋中設楽線 5.0 215 （東栄町） 

 ・(一)和市清崎線 5.0 2,000 （設楽町） 

 ・(一)坂上田振線 9.3 840 （豊田市） 

 ・(一)沢田御作線 7.5 1,350 （豊田市） 

 ・(一)田峯東大見線 5.0 520 （豊田市） 

 ・(一)茶臼山線 7.5 590 （豊根村） 

●農道 改良 1路線 8,200ｍ（全体延長）   

幅員(ｍ)   延長(ｍ) 

・奥三河線         7.0       8,200     （設楽町） 

●林道 改良 2路線 700ｍ（全体延長） 

   幅員(ｍ)  延長(ｍ)  

・雁峰線 

・豊富線 

4.0 

5.0 

100 

600 

（新城市） 

（豊根村） 

 

（３）市町村に対する補助事業 

 事業名 事業内容 

○林道開設事業 ・民有林林道開設       補助率 3/10（別に国5/10） 

 

○林道改良事業 ・民有林林道改良（幹 線）  補助率 2/10（別に国5/10） 

・民有林林道改良（その他）  補助率 3/10（別に国3/10）  

○林道舗装事業 ・民有林林道舗装（幹 線）  補助率 1/6（別に国1/2） 

・民有林林道舗装（その他）  補助率 1/3（別に国1/3） 

  
○小規模林道事業 ・開設事業 補助率 2/3～7/10 ・改良事業 補助率 6/10～6.5/10 

・舗装事業 補助率 2/3    ・危険地対策事業 補助率 2/3～7/10 

・調査事業 補助率 2/3 

  
○市町村土木事業費

補助金(道路事業) 

・市町村道の道路改築、交通安全施設整備に対して補助する。 

補助率 2/3以内（他地域は1/2以内）  
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（４）交通確保対策 

事業名 事業内容 

○バス運行対策費補助

事業（山間地域バス運

行対策費補助金） 

補助率 1/2（別に国1/2） 

１ 路線維持費 

経常費用と経常収益との差額（欠損額）に対して補助する。 

２ 車両減価償却費等 

主として生活交通路線を運行するために必要なバス車両の購入に要す

る減価償却費及び金融費用（借入利息）に対して補助する。 

３ 路線維持合理化促進費 

バス事業者の費用削減や増収努力等、バス路線運営の合理化を促進す

るためのインセンティブ措置である。 

 

○過疎バス路線維持費

補助事業 

三河山間地域における乗合バス等の運行を確保するため、当該地域を含む

市町村が行う事業の実施に要する経費に対して補助する。 

１ 乗合バス路線維持事業 

事業者 補助対象経費 
負担割合 

県（補助率） 市町村 

名鉄バス（株） 

欠損額又は運行費用（注1）のい

ずれか低い額 

（市町村は欠損額の10/10補助） 

1/3 

（注２） 

2/3 

 

 

２ 市町村営バス事業 

事業者 補助対象経費 県（補助率） 

市町村 
欠損額又は運行費用（注1）のいずれか低い

額 

1/3又は2/3 

（注２） 

(注１)運行費用＝運行単価 円/km×実車走行 km 

(注２)県の補助率：新城市及び北設楽郡の３町村の事業 2/3  

         豊田市の事業 1/3（乗合バス路線維持事業は豊田市のみ） 

 

３ 車両購入事業 

対象市町村 補助限度額 県（補助率） 

財政力指数が0.5未満の市町村 １台 6,000千円 1/2 
 

 

 

 

 

 

 



16 

 

５ 生活環境の整備 

  生活環境の整備の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

●砂防事業 

 

・おせん川 

・巴川第28支川 

・狭石沢 

・駒山川 

・薮下沢 

・白山川第１支川 

・井戸川沢 

・堂根沢 

・則定川第１支川 

・大木本沢 

・横畑沢 

・巴川第30支川 

・羽石沢 

・上六沢 

・市場沢 

・豊川第46支川 

・中川第2支川 

・ハマイバ洞 

・古宮川第２支川 

・岡田洞沢 

・当貝津川第13支川 

・神谷沢 

・清水沢 

・洞ノ沢 

・大千瀬川第６支川 

・和手具津沢 

・鎌沢 

・井戸川 

・杉橋沢 

・坂宇場川第17支川 

・小田川第６支川 

・大入川第39支川 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

砂防堰堤工 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（新城市） 

（新城市） 

（新城市） 

（新城市） 

（新城市） 

（新城市） 

（新城市） 

（設楽町） 

（設楽町） 

（設楽町） 

（設楽町） 

（東栄町） 

（東栄町） 

（東栄町） 

（東栄町） 

（豊根村） 

（豊根村） 

（豊根村） 

（豊根村） 

（豊根村） 

●急傾斜地崩壊対策事業 ・山梨区域 擁壁工 （豊根村） 
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・大木本区域 

・成瀬区域 

・西樫尾区域 

・小原田代区域 

・北洞区域 

・小守岩区域 

・田振区域 

・上見区域 

・堂貝戸区域 

・杉本区域 

・作手高松柿平区域 

・朴橋区域 

・坂場区域 

・山ノ上田区域 

・老平区域 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

擁壁工 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（豊田市） 

（新城市） 

（新城市） 

（東栄町） 

（東栄町） 

（豊根村） 

  

○農業集落排水事業 農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設の整備・更新に対し

補助する。  

補助率 2.1/10（別に国5/10） 

 

○三河山間地域簡易水

道施設整備費補助金 

三河山間地域の簡易水道等施設整備事業に対し補助する。 

補助率 3/20～1/4(別に国1/4～4/10) 

 

○浄化槽設置整備事業 市町村が行う浄化槽設置整備事業及び公共浄化槽整備推進事業の実施に要

する経費に対し補助する。 

１ 転換浄化槽設置費 

 基準額：設置費相当額×40%   補助率 1/5（別に国1/3） 

 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を行う

場合に限る。 

２ 特定地域※に対する設置費の上乗せ 

 基準額：設置費相当額×10%   補助率 3/10 

 特定地域において単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化

槽（10人槽まで）への転換を行う場合に限る。 

※ 特定地域：水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域及

び水質浄化を必要とする水道水源地域（巴川流域） 

３ 単独処理浄化槽撤去費 

基準額：150千円/件   補助率 1/5（別に国1/3） 

  単独処理浄化槽が合併処理浄化槽の設置に伴い撤去される場合に限
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る。 

４ 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る宅内配管工事費 

 基準額：330千円/件   補助率 1/5（別に国1/3） 

  単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合の宅内配管工

事費用に限る。 

５ 汲み取り便槽撤去費 

 基準額：120千円/件   補助率 1/5（別に国1/3） 

  汲み取り便槽が合併処理浄化槽の設置に伴い撤去される場合に限る。 

６ 汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る宅内配管工事費 

 基準額：330千円/件   補助率 1/5（別に国1/3） 

  汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合の宅内配管工事

費用に限る。 

７ 公共浄化槽設置費 

 基準額：設置費相当額   補助率 8.6/60（別に国1/3） 

  市町村が浄化槽処理促進区域内に、公共浄化槽を設置する場合に限る。 

 

○南海トラフ地震等対

策事業費補助金 

市町村が行う耐震性貯水槽、孤立が予想される集落への相互通信機器及び

ヘリスポットの整備、防災マップの作成並びに小型動力ポンプ付積載車等

消防施設の整備等に要する経費に対して補助する。   

補助率 1/2以内又は1/3以内 

 

 

６ 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

  子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の施策として、次に掲げる事業

を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

●介護福祉士等修学資

金貸付事業 

介護福祉士等養成施設等で介護福祉士等の資格の取得を目指す学生等に対

して修学資金の貸付けを行う。 

（過疎地域の介護施設等において３年間（その他地域においては５年間）

引き続き従事した場合、返還免除） 

 

●保育士修学資金貸付

事業 

指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し、修

学資金の貸付けを行う。 

（過疎地域の保育所等において３年間（その他地域においては５年間）引

き続き従事した場合、返還免除） 
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○特例保育（地域型保育

給付費負担金に計上） 

特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である山間地、離

島その他の地域に居住する者の子どもが特例保育を受けた場合、市町村が

支給する地域型保育給付費に対して負担する。 

国1/2、県1/4、市町村1/4 

 

 

７ 医療の確保 

医療の確保の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

（１）無医地区対策  

●特定町村保健師確保

定着対策事業 

保健師等人材確保の支援及び保健所保健師による過疎市町村の保健師に対

する現任教育を行う。 

 

●へき地保健栄養指導

事業 

 

へき地住民に対する食生活改善指導を行う。 

●歯科口腔保健推進研

修事業 

歯科専門職及び地域関係者の資質向上と相互の連携を促進するための研修

を行う。 

 

●愛知県医療審議会５

事業等推進部会 

愛知県医療審議会に設置された５事業等推進部会において、総合的なへき

地医療対策を検討する。 

  
●自治医科大学卒業医

師の市町村派遣 

へき地に勤務する医師の確保を図るため､自治医科大学卒業医師をへき地

市町村へ派遣する。 

 

○へき地医療対策推進

費（施設・設備）   

補助金 

 

へき地医療拠点病院及びへき地診療所が施設、設備を整備する場合に補助

する。 

補助率 へき地医療拠点病院 （施設）1/2(別に国1/2) 

              （設備）1/2(別に国1/2) 

へき地診療所  （施設）国1/2（設備）国1/2 

 

○へき地医療対策費補

助金 

へき地医療拠点病院が行う無医地区巡回診療やへき地診療所への医師派

遣、へき地診療所の運営費に対して助成する。 

補助率 へき地医療拠点病院 1/2(別に国1/2) 

へき地診療所    1/6(別に国2/3) 
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（２）その他の医療の確   

   保 

 

●医師等の派遣調整 愛知県保健医療局健康医務部医務課地域医療支援室に設置するへき地医療

支援機構において、へき地診療所への代診医師等の派遣調整を行う。 

 

●広域災害救急医療情

報システムの運営 

県民、医療機関、消防本部等に医療機関の情報を提供する広域災害救急医

療情報システムを運営する。 

 

●ドクターヘリ運営費

補助金 

高度医療機関への短時間搬送を可能にすることにより、救急患者の救命率

向上を図るため、高度救命救急センターのドクターヘリに係る運営費に対

して補助する。 

補助率   1/2（別に国1/2） 

 

 

 ８ 教育の振興 

教育の振興の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

○過疎地域スクールバ

ス運営費補助金 

過疎地域における公立小中学校児童生徒の通学条件の緩和を図るため、市

町村のスクールバスの運営事業に対し、経費の一部を補助する。 

補助限度額 １台当たり 予算の範囲内で定める額 

 

○「ふるさと 出会いの

創造」推進事業 

へき地小規模校における効果的な学習指導の実施、児童の連帯性及び社会

性の醸成、都市の生活体験、郷土の芸術・文化体験活動等に要する経費に

対して補助する。 

補助率 1/2以内 
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９ 集落の整備 

集落の整備の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

●愛知県交流居住セン

ター事業（再掲） 

 

集落支援コーディネーターの派遣などを通じた集落支援を行う。 

○がけ地近接等危険住

宅移転事業 

 

がけ地の崩壊等により住民の生命・財産に危険を及ぼすおそれのある区域に

おいて､市町村が危険住宅の移転を行うものに対して補助金を交付する場

合、市町村に補助する。 

１戸当たりの補助限度額(補助率 国1/2 県1/4 市町村1/4) 

危険住宅の除却費（住宅局標準建設費等通知で定める除却工事費） 

動産移転費等   975千円 

建物助成費   3,250千円（4,650千円） 

土地購入費補助  960千円（2,060千円） 

敷地造成費補助   －千円 ( 608千円） 

 ( )内は、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険

区域及び出水による災害危険区域内の額 

 

10 地域文化の振興等 

地域文化の振興等の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

●交流人口・関係人口創

出・拡大事業（再掲） 

交流人口・関係人口拡大に向け、三河山間地域に直接足を運び、三河山間

地域のファンとなり得るためのきっかけ作りとして、地元の文化・資源を

活用した誘客イベントを開催する。 

 

11 再生可能エネルギーの利用の推進 

再生可能エネルギーの利用の推進の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と協力して 

実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

○住宅用地球温暖化対

策設備導入促進費補

助金 

市町村が実施する太陽光発電施設や蓄電池といった住宅用地球温暖化対策

設備の導入支援に要する経費に対して補助する。 
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12 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

その他地域の持続的発展に関し必要な事項の施策として、次に掲げる事業を過疎地域の市町村と 

協力して実施する。 

●…県において実施するもの。 

 ○…過疎地域市町村が実施する事業に対し、国や県が補助金などの財政支援を行うもの。 

事業名 事業内容 

○過疎バス路線維持

費補助事業（再掲） 

三河山間地域における乗合バス等の運行を確保するため、当該地域を含む

市町村が行う事業の実施に要する経費に対して補助する。 

車両購入事業 

対象市町村 補助限度額 県（補助率） 

財政力指数が0.5 

未満の市町村 
１台 6,000千円 1/2 

 

○山間市町村振興資

金貸付事業 

持続可能な行財政基盤の確立のため、三河山間地域または離島を有する市

町村のうち、財政力が脆弱な団体を対象とし、社会資本の整備等に対して、

貸付けを行う。 

 

○元気な愛知の市町

村づくり補助金 

 

・「従来枠」（市町村振興事業費補助金継承分） 

すべての人々が安心して暮らせる明るく活力ある地域社会の実現を図る

ため、市町村又は地域住民５人以上で構成する団体（名古屋市内に所在す

る団体を除く。）が地域において自主的かつ主体的に取り組む事業の実施

に要する経費に対して予算の範囲内において補助する。 

補助率 市町村 1/2以内 地域団体 1/3以内 

 （ただし、南知多町大字篠島、南知多町大字日間賀島、旧一色町大字佐

久島、旧額田町、旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、旧下山村、旧旭町、旧

稲武町、北設楽郡の全域、旧鳳来町、旧作手村の区域における事業及び知 

事が定める事業については、1/2以内） 

補助金限度額  1団体につき1,000千円 

・「チャレンジ枠」 

「あいちビジョン2030」に沿って、地域の個性を生かして市町村又は広域

連合が自主的・主体的に行う先進的な新規事業の実施に要する経費に対し

て予算の範囲内において補助する。 

補助率    通常 1/2以内 新城設楽地域 2/3以内 

補助金限度額 １事業につき5,000千円 

・「ＤＸ推進枠」 

市町村が行うデジタル化・ＤＸを推進するための新規事業の実施に要する

経費に対して予算の範囲内において補助する。 

補助率    通常 1/2以内 新城設楽地域 2/3以内 
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補助金限度額 １事業につき5,000千円 

・「人口問題対策枠」 

「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略2023-2027（愛知県人口問題対

策プラン）」を踏まえて市町村が行う人口問題対策事業の実施に要する経

費に対して予算の範囲内において補助する。 

補助率    通常 1/2以内  

新城設楽地域 2/3以内  

過疎法の人口要件に該当する市町村 2/3以内 

補助金限度額 １事業につき5,000千円 

 

 


